
江東区障害者支援相談員会計年度任用職員設置要綱 

令和２年２月１８日 

３１江福障第２５８０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則（令和２

年３月江東区規則第２号。）に基づき、職名を江東区障害者支援相談員（以

下「相談員」という。）とする会計年度任用職員の職の設置及びその取扱い

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務） 

第２条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条に規定

する障害福祉サービスの給付に係る相談及び助言に関すること。 

(2) 障害者総合支援法第２０条第２項に規定する調査及びこれに付随する事

務に関すること。 

(3) 障害者総合支援法第７７条第１項第８号に規定する移動支援事業の利用

に係る相談及び助言並びに調査及びこれに付随する事務に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、障害者福祉に関し、区長が必要と認めるこ

と。 

（任用数） 

第３条 相談員の任用数は、７人とする。 

（任用） 

第４条 相談員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その職務の遂行に必

要な能力を有する者のうちから、選考の上、区長が任用する。 

(1) 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１２条第１項に

規定する保健師の免許を有する者 

(2) 保健師助産師看護師法第１２条第３項に規定する看護師の免許を有する

者 

(3) 精神保健福祉士法（平成９年法律第１３１号）第２８条に規定する精神

保健福祉士の登録を受けた者 



(4) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第６９条の２に規定する介護支

援専門員の登録を受けた者 

(5) 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２８条に規

定する社会福祉士の登録を受けた者 

２ 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定及び面接評定によることとする。

ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、人事評価によ

るものとする。 

（任期） 

第５条 相談員の任期は４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。ただ

し、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度末

日までとする。 

（分限） 

第６条 相談員に対する分限は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

及び江東区職員の分限に関する条例（昭和３０年４月江東区条例第４号）の

定めるところによる。 

（懲戒処分） 

第７条 相談員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東区職員の懲戒に関

する条例（昭和３０年４月江東区条例第５号）の定めるところによる。 

（服務） 

第８条 相談員の服務は、江東区職員服務規程（令和２年３月江東区訓令甲第

１号）の定めるところによる。 

（勤務時間等） 

第９条 相談員の勤務日数は１か月について１６日とし、勤務日の割り振りは

障害福祉部障害者支援課長（以下「課長」という。）が別に定める。 

２ 相談員の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

３ 課長は、翌月の勤務日を前月末までに定めるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、相談員の勤務時間等に関することは、江東区

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年３月江

東区規則第３号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）の定め

るところによる。 



（休暇等） 

第１０条 相談員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところ

による。 

（職務に専念する義務の免除） 

第１１条 相談員における職務に専念する義務の免除は、江東区職員の職務に

専念する義務の特例に関する条例（昭和３０年江東区条例第６号）、職員の

職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和５３年特別区人事委員会規則

第１４号）等の定めるところによる。 

（給与及び費用弁償） 

第１２条 相談員の給与及び費用弁償は、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例第２９号）及び江東区会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）の定めるところによる。 

（公務災害補償等） 

第１３条 相談員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）、特別区非常勤職員の

公務災害補償等に関する条例（昭和４３年４月特別区人事・厚生事務組合条

例第８号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定める

ところによる。 

（社会保険等） 

第１４条 相談員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５２号）、健康保険法（大正１１年法律第７０

号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、厚生年金保険法（昭和２９

年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の定める

ところによる。 

（研修） 

第１５条 相談員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研

修を実施する。 

（健康診断） 

第１６条 相談員の健康診断については、第１４条の社会保険等に加入する者



に対し実施するものとする。 

（被服） 

第１７条 相談員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置

する。 

（人事評価） 

第１８条 相談員の人事評価については、江東区職員人事評価規程（平成１４

年４月江東区訓令甲第１９号）の定めるところによる。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


